
評価基準 

 

１ 審査及び評価 

門真市第10期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託選定委員会（以下「選定委員

会」という。）は、提案内容を公平かつ客観的に評価し、最適な委託事業者を選定するため、プロポー

ザル参加者の企画提案書類を受け、プレゼンテーションを実施し、評価基準に基づき総合的に審査及び

評価を行う。 

 

２ 選定方法 

⑴ 選定委員は、企画提案書の内容について、「門真市第10期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計

画策定支援業務委託プロポーザル評価基準表」（以下「評価基準表」という。）に基づき、提案者

ごとに採点を行う。 

⑵ 「評価基準表」の評価項目ごとに採点し、合計点数の満点は100点である。 

⑶ 「基本審査」と「企画提案」を合算した評価点（以下「提案評価点」という。）が満点の６割で

ある最低基準点に満たない提案者は対象外とし、選定委員ごとにすべての評価項目の合計である総

合評価点が高い提案者順に順位をつける。また、同点の場合は上位順位で同順位とする。 

⑷ ⑶の順位結果を順位点に換算（１位：５点、２位：４点、３位：３点、４位：２点、５位：１

点）し、審査日に出席したすべての選定委員による順位点の合計値（以下「総合点」という。）が

一番高い提案者を受注候補者として選定する。 

⑸ 総合点が一番高い提案者が２者以上あるとき（同点のとき）は、その中で、審査項目の中からあ

らかじめ設定した項目のうち、１番目の項目の得点が最も高い者を候補者とし、その得点も同点の

場合は、２番目の項目が最も高い者を候補者とする。なお、２番目の項目も同点の場合は、降順の

項目において同じ方法にて受注候補者を選定する。 

⑹ 「提案評価点」の算出方法としては、「評価基準表」に基づき、５段階評価とし、各段階の配点

は次のとおりとする。 

 

提案の評価 
配点 

10点 ５点 

非常に優れた提案 10点 ５点 

優れた提案 ８点 ４点 

標準的な提案 ６点 ３点 

やや低い水準の提案 ４点 ２点 

低い水準の提案 ２点 １点 

 

⑺ 「価格評価点」の算出方法 

ア 提案価格が提案限度価格の範囲内の場合のみ、次の評価点を付与するものとし、提案価格が提

案限度価格を超過した場合は失格とする。 

イ 最低提案価格に対する当該提案価格の割合より「価格評価点」を計算する。具体的には次の計



算式となる。 

価格評価点＝（最低提案価格／当該提案価格）×配点 

ウ 「価格評価点」の算出に当たっては、小数点第１位を四捨五入とする。 

 

評価 

項目① 

評価 

項目② 
評価基準 配点 

基本 

審査 
受託実績 

・令和２年度以降において、同種業務の十分な受託実績（件数・規

模）があるか。 

５点 

企画 

提案 

実施計画 ・業務に対する考え方、実施にあたっての方針は適切か。 10点 

管理責任

者・業務担

当者の経

験、組織体

制、配置計

画 

・業務責任者の高齢者福祉計画、介護保険事業計画等の策定業務実

績が豊富であるか。 

・業務担当者の高齢者福祉計画、介護保険事業計画等の策定業務実

績が豊富であるか。 

・担当した業務（あるいは業務の一部分）において採用した業務方

針や手法、問題点と解決策などがきちんと説明でき、中心的・主体

的に業務に携わったことが伺える場合に評価する。 

10点 

・業務内容及び業務スケジュールを効果的・効率的に推進できる業

務推進体制であるか 

・適正かつ十分な業務従事者が配置されているか。 

・急な欠員や繁忙期業務に支障をきたさない体制が確立している

か。 

10点 

工程管理 
・業務スケジュールおよび業務工程は合理的かつ具体的に設定され

ているか。 

10点 

情報収集、

分析能力 

・社会情勢や国・府の動向、各市町村の先行事例、関連法令等に精

通し、発注者に情報提供や提案ができるか。 

・第１０期介護保険事業計画において特に重視すべきと思われる視

点について、論旨が明快となっているか。 

・当該業務に対する技術多岐な裏付けが明確であり、積極的な補足

説明がある場合に評価する。 

・アンケート分析結果を計画策定にどのように生かしていくか、ま

た、アンケート以外の手段で、地域課題把握の有効な手段について

の提案があるか。 

・本市の地域特性や関連計画等が把握され、課題が明確となった分

析がされているか 

10点 

提案内容 

・本市を取り巻く各種情勢の把握・分析がなされた提案か。 

・本市の地域性や地域課題を踏まえた、地域包括ケアシステムの推

進に対する取組内容の提案がされているか。 

10点 

 



・本市の地域性や地域課題を踏まえた、認知症施策推進計画策定に

必要な現状把握方法及び施策の提案がされているか。 

10点 

進行管理 
・計画の進行管理に関し、現実的かつ効果的な方法となっている

か。 

5点 

独自提案 

・発注者の負担軽減に資する工夫がなされているか。 10点 

・アンケート調査の独自の集計方法・分析方法の提案 

・その他仕様書に定める事項以外において、独自の効果的な提案が

なされているか。 

5点 

価格 

提案 
価格評価 

（最低提案価格／当該提案価格）×配点 5点 

総合点 100点 

 


